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都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所住民福祉課 市民生活係

市民税課（市役所本庁舎２階）

　【書類送付先】　　　※　書類を上記所在地と別な場所に送付してほしい場合は、送付先を記入してください。
岩手県盛岡市内丸12番２号 電話　019-613-8496（直通）

　盛岡市財政部市民税課　給与支払報告書受付　あて

○　窓口提出の場合（受付場所） 送
付
先

〒　　　　　　　　

2 １が「はい」の場合、摘要欄に前職分の内容を記入していますか。 はい　・　いいえ

○　郵送提出の場合（送付先）
3 税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が30枚以上ありましたか。 はい　・　いいえ

〒020-8530 盛岡市財政部市民税課

○　給与支払報告書についてのお問い合わせ先

確認事項 提出前に再度御確認ください 回答欄

1 年末調整の際に前職分給与の金額を含んでいますか。 はい　・　いいえ

関与税理士等の
氏名、電話番号

氏名
特別徴収用納入書

の送付
必要　　・　　不要

(電話 ）

令和８年度（令和７年分）給与支払報告書の提出について
給与支払者が

法人である場合の
代表者氏名

職名

合　　　　　計

A＋B＋C

　平素は、当市の税務行政に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、本年も給与支払報告書（「総括表」及び「個人別明細書」）を提出いただく時期となりま
した。つきましては、「総括表」及び「仕切紙」を送付いたしますので、必要事項を記入し、「個
人別明細書」を特別徴収分と普通徴収分に仕分けたうえ、令和８年１月23日（金）までに御提出
くださいますようお願いいたします。
（法定提出期限は令和８年２月２日（月）ですが、法定期限前後は大変混み合いますので、早目の
提出に御協力をお願いいたします。）
　なお、平成29年度の給与支払報告書から、マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）の開始に
伴い、個人別明細書提出対象の方及び給与支払者である個人事業主様の個人番号の記入が必要と
なっています。マイナンバー制度への御協力をよろしくお願いいたします。
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所得税源泉徴収
をしている事務所
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給与支払報告書（総括表）

法定提出期限　令和８年２月２日
盛岡市長　様

給与の支払期間 　令和７年　　　　月分から　　　　月分まで 指定番号

令和　　　　年　　　　月　　　　日　提出

給与支払者の
個人番号又は法人番号
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事業種目

給与支払者の
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